
意見 市の考え方

1 表紙がない。 完成版では作成します。

2 p.1　西暦と和暦が混在している。和暦に統一するとよい。 ご意見を参考に検討させていただきます。

3
p.1　市内にある高等学校の開設者は県であるので、一市の教育振
興基本計画に含めるのは適切でない。

園から高校までの途切れない教育を目指すため、スクラム・ス
クール・プランは今後も継続する予定です。市内にある県立高等
学校にはありがたくも御理解と御協力をいただき、同プランを実
施しております。計画に含むことへのご理解をお願いします。

4
p.2・3　内容が教育大綱そのものであり、教育振興基本計画には
不要。せっかく教育大綱と教育振興基本計画を別にしたのだか
ら、明確にするとよい。

教育振興基本計画のベースに大綱があることを明確にするための
掲載となります。

5 p.4　教育ビジョンの表はTURTLEの図と重複している。
組み合わせ表と関連して意識づけるために、文字だけを表にして
意図的に再掲載しております。

6
p.4　教育ビジョンの組み合わせ表の説明文の脇にある票の色付け
は不要。

ご意見を参考に検討させていただきます。

7
p.6　（２）の中に、主な取組みとして「海外の学級とのオンライ
ン交流を推進します。」が入っていないが、理由は？

原稿作成時に欠落しておりました。修正いたします。
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8
p.9～13　「重点取組」は総合計画基本計画の（重点）と整合して
いるか。地域人材を活かしたキャリア教育・学校支援ボランティ
ア活動の推進・地域資源や地域人材を活用した人材育成などは？

教育委員会が毎年更新する年次の教育計画をベースとしていま
す。総合計画基本計画に掲載していない取組についても教育計画
で取り上げ、重点取組とすることで、より現状に即した取組とし
てまいります。

9
p.9　各学校スクラム運営協議会の活動が公表されていない。
ＨＰの無い小学校も３校ある。地域との連携・協働を求めるので
あれば、学校からの積極的な情報発信が必要である。

御前崎市管内の小中学校は、全校それぞれのウェブサイトを開設
しています。今後も各校の状況に応じて必要な情報発信に努めて
まいります。

10

p.9　愛郷心の育成のために、防災教育に注力することを提案す
る。中学生にジュニア防災士講座を受講させていることは承知し
ているが、防災訓練などに積極的な参加を促し地域に貢献するこ
とで愛郷心が芽生える。災害時の中学生の活動には計り知れない
ものが期待できる。

ご提案ありがとうございます。取り組んでいく場合には、教育委
員会に所属する部課以外にも関係することにつき、今回の基本計
画の掲載外で検討することになるかと思いますが、今後の参考と
させていただきます。

11

p.9・11　読書や新しい学びにNIE教育（講座を受講していること
を承知のうえで）を加えてほしい。文科省は小中学校の図書室に
新聞を配備することを求め、交付税にその費用を含めている。数
年前、図書室に新聞が備わっていないことを知り、小学校に３紙
＋こども新聞、中学校に５紙＋英字新聞を備えることを提案し
た。いまでも続いているか？スマホやタブレットの画面では社会
の動きはみられるが、新聞を開いた時にはとても広い範囲の自分
が求めていなかった情報も目に飛び込んでくる。新聞を読んでい
る子供は学力が高いという調査結果もある。

ご提案ありがとうございます。ご提案のタイトル数とは異なるか
もしれませんが、各校の実情に応じて図書室に新聞配備が実施さ
れています。現状の学校教育は、アナログ・デジタルの併用で以
前にもまして多岐に渡っております。引き続き主体的・対話的で
深い学びに取り組んでまいります。引き続き、温かく見守ってい
ただけますと幸いです。
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12

p.11　「学力だけではない。」とおっしゃる方がいるが、学力だ
けでないものを身につけるためにはベースとなる基礎学力が必要
と考える。当市は学力が低い（特に小学生）と言われて久しい。
授業改善アドバイザーや学力向上コンサルタントに依頼していろ
いろ展開しているようであるが、新たな知見・考え方を入れて抜
本的な改革を講じる時である。

ご提案ありがとうございます。近年、御前崎市の教育は、先生や
児童生徒のチャレンジにより、多くの視察をいただき、市外、県
外からも注目される取組に変化しているところです。基礎学力向
上だけに限らず、主体的・対話的で深い学びにつながるよう努め
てまいります。引き続き、温かく見守っていただけますと幸いで
す。

13
p.14　（大綱の策定等）は「教育基本法」の中ではなく、「地方
教育行政の組織及び及び運営に関する法律（昭和31年法律第162
号）」の中に規定されている。

ご指摘のとおり、法律名の記載が欠落しておりました。修正いた
します。

14
p.2　「4.基本目標」を「4.基本理念」に。
「5.基本方針」は教育大綱で述べているので、削除。

15 p.3　「6.教育ビジョン」の図は「教育大綱」にあるので削除。

16
p.4　「5.教育ビジョン」に。
「7.重点施策」は「6.政策・施策・主な取組み」に。

17 p.9　「8.重点取組」は「7.重点取組」に。

18

p.1　「教育計画」は「基本計画」に。（２か所）
「基本目標」は「基本理念」に。
「…人を育むまち」は「…育む」に。
「総合計画の重点プロジェクトの将来都市像の…」は「新たな市
総合計画の将来都市像の…」に。

ご意見を参考に検討させていただきます。

ご提案ありがとうございます。教育大綱と重なる部分は、理解を
深めていただくために、あえて掲載しておりますことをご理解く
ださいますようお願いします。見出しの変更については、ご意見
を参考に検討させていただきます。
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19
p.5　「御前崎市学校運営協議会」は「御前崎市コミュニティ・ス
クール」に。

ご意見を参考に訂正いたします。

20 p.10　「スクラム研究会」の用語解説を追加。 ご意見を参考に検討させていただきます。


